
一

位
置
図(

野
立
広
告
物
に
つ
い

て
は
、
道
路
及
び
鉄
道
等
か
ら
の

距
離
を
明
示
す
る
こ
と
。)

二

形
状
、
寸
法
及
び
構
造
に
関
す

る
仕
様
書

三

構
造
図

四

彩
色
広
告
面
模
写
図

五

建
築
物
を
利
用
す
る
広
告
物
に

あ
つ
て
は
、
建
築
物
の
構
造
図
及

号

外�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

一

広
告
物
等
の
カ
ラ
ー
写
真

一

位
置
図(

野
立
広
告
物
に
つ
い

て
は
、
道
路
及
び
鉄
道
等
か
ら
の

距
離
を
明
示
す
る
こ
と
。)

二

形
状
、
寸
法
及
び
構
造
に
関
す

る
仕
様
書

三

構
造
図

四

彩
色
広
告
面
模
写
図

五

建
築
物
を
利
用
す
る
広
告
物
に

あ
つ
て
は
、
建
築
物
の
構
造
図
及

び
立
面
図

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

書
類

目

次

規

則

○
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中｢

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可｣

を｢

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
期
間
の
更
新｣

に
、

｢

｢

を

に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



屋
外
広
告
物
許
可
申
請
書
に
添
え
た

書
類
の
う
ち
変
更
を
要
す
る
書
類

広
告
物
等
の
カ
ラ
ー
写
真

び
立
面
図

一

屋
外
広
告
物
許
可
申
請
書
に
添

え
た
書
類
の
う
ち
変
更
を
要
す
る

書
類

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

書
類

二

第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
広
告
物
以
外
の
広
告
物
に
あ
つ

て
は
、
屋
外
広
告
物
自
己
点
検
報

告
書(

別
記
第
二
号
の
二
様
式)

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

書
類

｣

｣

別
記
第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
第
二
条(

同
条
の
表
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
期
間
の
更
新
を
申
請

し
よ
う
と
す
る
者
の
項
に
限
る
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
以
後
に
岐
阜
県
屋
外
広

告
物
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
有
効
期
間
が
満
了
す

る
広
告
物
等
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で
に
同
条
第
一
項
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
広
告
物
等
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
広
告
物
等
に
係

る
申
請
書
に
添
え
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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